
輸送の安全を確保するための体制3

当社では、2006年に道路運送法及び旅客自動車運送事業運輸規則に基づき、輸送の安全を確

保するために遵守すべき事項を定め、輸送の安全性の向上を図ることを目的として

「安全管理規程」を制定いたしました。安全管理規程では、社長を最高責任者として各管理者の責任を

明確にした上で各種施策を実行するとともに、その検証と改善を行うことで、安全性向上のための

PDCAサイクルを確実に実行し、輸送の安全水準の維持および向上に努めております。

役職 責務

社長 輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。

安全統括管理者 輸送の安全確保に関する業務を統括する。

運行管理者 安全統括管理者の指揮の下、営業所の輸送の安全確保に必要な運行管理を統括する。

整備管理者 安全統括管理者の指揮の下、営業所の輸送の安全確保に必要な車両整備を統括する。

安全運行統括部長 運行における管理、教育および車両整備を統括する。

運行企画部長 輸送の安全確保に必要な営業、管理に関する事項を統括する。

総務部長 輸送の安全確保に必要な設備投資、財務に関する事項を統括する。

人事部長 輸送の安全確保に必要な要員の確保、労務に関する事項を統括する。

営業所長 安全統括管理者の指揮の下、営業所の輸送の安全確保に関する業務を統括し、指導監督する。

(1) 安全管理体制における職責
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(2) 指揮命令系統
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代表取締役社長

常務取締役

安全統括管理者

人事部
人事部長

人事課
課長

人材支援課
課長

総務部
総務部長

総務課
課長

安全運行統括部
安全運行統括部長

運行保安課
課長

車両課
課長

運行支援課
課長

安全研修センター
所長

運行企画部
運行企画部長

輸送計画室
室長

地域交通課
課長

営業推進課
課長

新静岡バスセンター

所長

西久保
営業所
営業所長
統括運行管理者

運行管理者
整備管理者

鳥 坂
営業所
営業所長
統括運行管理者

運行管理者
整備管理者

唐 瀬
営業所
営業所長
統括運行管理者

運行管理者
整備管理者

小 鹿
営業所
営業所長
統括運行管理者

運行管理者
整備管理者

丸 子
営業所
営業所長
統括運行管理者

運行管理者
整備管理者

岡 部
営業所
営業所長
統括運行管理者

運行管理者
整備管理者

相 良
営業所
営業所長
統括運行管理者

運行管理者
整備管理者

浜 岡
営業所

統括運行管理者

運行管理者
整備管理者
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人事課長

人事部長

人材支援課長

総務部長

総務課長

運行企画部長

営業推進課長

地域交通課長

輸送計画室長

運転士消防署 警察署

各営業所

車両課

運行支援課

代表取締役社長 常務取締役

  所属営業所

所長•統括運行管理者

安全運行統括部長

（安全統括管理者）

運行保安課

(3) 報告連絡体制
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・理念

・安全方針

・安全目標

・安全重点施策

・計画の実行

・対策の実施

・是正

・見直し

・改善

・点検

・確認

・評価

・検証

・内部監査

Plan

Act

Do

Check

輸送の安全を確保するためには、安全管理体制にPDCAサイクルを組み込み、

継続的に見直し・改善を図ることが重要となります。PDCAサイクルとは、

計画を立て、それを実行し、そして自らの取組をチェックし、見直しを行う」こと

であり、当社では、その考えに基づき各種取組を行っています。

④
改善

③
評価

①
計画

②
実行

(4) 安全を確保するためのPDCAサイクル
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PDCAサイクル
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